
川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠

の制限に関する条例施行規則 

平成 21 年４月 28 日 

規則第 47 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市地区計画の区域内における建

築物等の形態意匠の制限に関する条例（平成 21年川崎

市条例第 12 号。以下「条例」という。）の実施のため必

要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用す

る用語の例による。 

（建築物以外の工作物） 

第３条 条例第２条第５号に規定する建築物以外の物で

規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(１) 門、塀、垣、さくその他これらに類するもの 

(２) 擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの 

(３) 煙突その他これに類するもの 

(４) 装飾塔、記念塔、物見塔、高架水槽その他これらに

類するもの 

(５) 広告塔、広告板その他これらに類するもの 

(６) 駐車施設、駐輪施設その他これらに類するもの 

(７) 観覧車、飛行塔、コースターその他の遊戯施設 

(８) 石油タンク、ガスタンク、穀物サイロその他の貯蔵

施設 

(９) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これら

に類するもの（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86

号）第 120 条第１項に規定する認定電気通信事業の用

に供する施設及び電気事業法（昭和 39 年法律第 170

号）第２条第１項第 16 号に規定する電気事業の用に

供する施設を除く。） 

(10) 石油精製施設、コンクリート製造施設その他の製造

施設 

(11) ごみ焼却施設、汚物処理施設その他の処理施設 

(12) 橋りょう、高架道路、高架鉄道その他これらに類す

るもの 

(13) 高架鉄道の駅又は橋上駅の施設のうち外壁又はこ

れに相当するもの 

(14) 道路、公園又は広場に設置される公衆電話所、バス

停留所、標識、照明灯、アーケード、ベンチその他こ

れらに類するもの 

(15) その他市長が指定するもの 

（認定の申請） 

第４条 条例第５条第１項の規定による申請書の提出は、

認定申請書（第１号様式）に、別表に掲げる図書その他

市長が必要と認める図書を添えて行うものとする。 

２ 前項の申請書及び添付図書の提出部数は、正本１通及

び副本１通とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図

書のうち添付の必要がないと認めるものについては、そ

の添付を省略させることができる。 

（認定証の様式） 

第５条 条例第５条第２項に規定する認定証は、適合認定

証（第２号様式）とする。 

２ 前項の認定証の交付は、前条第１項の申請書の副本及

びその添付図書を添えて行うものとする。 

（通知書の様式） 

第６条 条例第５条第３項の適合しないものと認めた旨

及びその理由を記載した通知書は、不適合通知書（第３

号様式）とする。 

２ 前項の通知書の交付は、第４条第１項の申請書の副本

及びその添付図書を添えて行うものとする。 

３ 条例第５条第３項の適合するかどうかを決定するこ

とができない旨及びその理由を記載した通知書は、期間

内に認定できない旨の通知書（第４号様式）とする。 

（行為着手の制限の例外となる工事） 

第７条 条例第５条第４項及び第８条第４項の規則で定

める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケ

ーソン工事その他基礎工事とする。 

（違反建築物等の設計者等の通知） 

第８条 条例第７条の規定による通知は、当該通知に係る

者について建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）、建設業

法（昭和 24年法律第 100 号）又は宅地建物取引業法（昭

和 27 年法律第 176 号）による免許、許可又は登録をし

た国土交通大臣又は都道府県知事に対して行うものと

する。 

２ 前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知

には、条例第６条第１項の規定による処分の内容を記載

した書面を添付するものとする。 

（工事現場における認定の表示の方法） 

第９条 条例第９条第１項の規定による表示は、適合認

定済の標識（第５号様式）により行うものとする。 

（建築物等の形態意匠の制限の適用除外についての協議） 

第 10 条 適用区域内において建築物等の建築等又は建設

等をしようとする者は、あらかじめ、当該建築物等が条

例第 10 条第２項第８号に掲げる建築物等に該当するか

否かについて、建築物等の形態意匠の制限の適用除外に

関する協議書（第６号様式）に、別表に掲げる図書その

他市長が必要と認める図書を添えて提出し、市長と協議

することができる。 

２ 前項の協議書及び添付図書の提出部数は、正本１通及

び副本１通とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、別表に掲げる図

書のうち添付の必要がないと認めるものについては、そ

の添付を省略させることができる。 

４ 市長は、第１項の規定による協議により、条例第 10

条第２項第８号に掲げる建築物等に該当するか否かを

判断したときは、建築物等の形態意匠の制限の適用除外

に関する協議結果通知書（第７号様式）により、その結

果及び理由を第１項の規定による協議をした者に通知

するものとする。 

５ 前項の通知書の交付は、第１項の協議書の副本及びそ

の添付図書を添えて行うものとする。 

（良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築

物等） 

第 11 条 条例第 10 条第２項第９号に規定する良好な景

観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物等とし

て規則で定めるものは、次に掲げる建築物等とする。 

(１) 建築等に係る建築物であって、当該建築等に係る部

分の高さが５メートル以下で、かつ、その床面積の合

計が 10 平方メートル以下のもの 

(２) 外観を変更することとなる色彩の変更に係る建築

物であって、当該行為に係る部分の高さが５メートル

以下で、かつ、その面積の合計が 10 平方メートル以

下のもの 

(３) 建設等に係る工作物（第３条第１号から第 13 号ま

でに掲げるものに限る。）であって、次のアからエま

で（屋外広告物法（昭和 24 年法律第 189 号）第２条

第１項に規定する屋外広告物（以下「屋外広告物」と

いう。）を掲出しない工作物にあっては、アからウま

で）のいずれにも該当するもの 

ア 建設等に係る部分の高さが５メートル以下の工作 

物 

イ 建設等に係る部分の築造面積の合計が 10平方メー

トル以下の工作物 

ウ 建設等に係る部分の外部の面積が 10平方メートル

以下の工作物 

エ 屋外広告物を掲出する工作物で、当該屋外広告物

の表示面積が 0.5 平方メートル以下のもの 

（報告及び立入検査） 

第 12 条 市長は、条例第 11 条第１項の規定により、建築

物等の所有者、管理者若しくは占有者、建築等工事主若

しくは建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工

者に対し、当該建築物等につき、その建築等又は建設等

に関する工事のうち屋外に面する部分に係るものの計

画又は施工の状況に関し報告させることができる。 

２ 市長は、条例第 11 条第１項の規定により、その職員

に、建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、当該建築

物等の屋外に面する部分及び当該部分に使用する建築

材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させるこ

とができる。 

（身分証明書の様式） 

第 13 条 条例第 11 条第２項の身分を示す証明書は、身

分証明書（第８号様式）とする。 

（委任） 

第 14 条 この規則の施行について必要な事項は、まちづ

くり局長が定める。 

附 則 

この規則は、平成 21年７月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日規則第 43 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の規則の規定により調製した

帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇

所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則（平成 31 年３月 18 日規則第 10 号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成 31年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存

するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、

引き続きこれを使用することができる。 


